
議案の審議結果【平成24年10月臨時会・12月定例会】

賛 否 の分かれた議案 （○…賛成、×…反対、欠…欠席）

議　　案　　名
賛　
　

成

反　
　

対

議
決
結
果

議
決
日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

松
岡
　
光
子

田
中
　
久
子

宮
宅
　
　
良

山
本
　
雅
之

神
吉
　
史
久

奥
田
　
俊
則

大
辻
　
裕
彦

岡
田
千
賀
子

藤
原
　
秀
策

藤
田
　
　
博

河
野
　
照
代

福
原
　
隆
泰

木
村
　
晴
恵

宮
尾
　
尚
子

町
長
提
出

予
算

平成 24 年度一般会計補正予算（第４号） 7 5 可決 10/22 〇 〇 〇 欠 × × × 〇 〇 － × × 〇 〇

平成 24 年度下水道事業特別会計補正予算（第２号） 12 1 可決 12/4 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇

請
願

中小業者の家族従業者の自家労賃を、必要経費として認め
ることを求める意見書に関する請願 2 11 不採択 12/12 〇 〇 × × × × × × × － × × × ×

※　播磨町議会の現議員数は14人です。採決は、全議員の過半数（７人）以上の出席を要し、議長を除く出席議員の過半数の賛成をもって可決
されます。ただし、法律に別の定めがある特別多数議決の場合は、この過半数議決は適用されません。

※　議長は採決に加わりませんので、「－」で表示しています（議長＝議席10番 藤田博。議長不在などの場合には副議長が議長を務めます）。
ただし、賛成と反対が同数の場合には、議長が決します。

全  員  賛  成 した議案

議　案　名 議決日

町
長
提
出

条
例

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法
律の整備に関する法律等の規定により条例に委任された基準等を定める
条例制定　▶義務付け及び枠付けの見直しに伴う関係条例の整備に関す
る条例制定

12/12

予
算

専決処分の承認（平成24年度一般会計補正予算（第５号））　▶平成24年
度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）　▶平成24年度介護保険
事業特別会計補正予算（第４号）

12/4

平成24年度一般会計補正予算（第６号） 12/12
そ
の
他

人権擁護委員候補者の推薦 12/4

委
員
会
提
出

条
例
・
規
則

播磨町議会委員会条例の一部改正　▶播磨町議会政務活動費の交付に関
する条例制定　▶播磨町議会基本条例の一部改正　▶播磨町議会会議規
則の一部改正

12/4

表紙の写真を募集中
作品募集　季節感や親しみがあり、
町内で撮影したもの

応募方法　縦写真（四つ切・Ａ４サ
イズ程度）または画像データを議
会事務局まで持参または郵送して
ください。

問い合わせ　議会事務局

閉会中の継続審査となった議案
●播磨町事務分掌条例の一部改正
●播磨町教育に関する事務の職務権限の
　特例に関する条例制定

議会を傍聴してみませんか
町議会は、まちの予算や身近な問題について話し合う大切な場です。
あなたも、議会を傍聴してみませんか。　　　　　　　　　　　　　

３月定例会の日程
◆日時　３月５日（火）・12日（火）・22日（金）
　　　　いずれも午前10時～
◆場所　議場（本庁舎３階）
＊12日は、会派代表者による一般質問（代表質問）を予定
　しています。
＊当日は、インターネットで本会議の生中継を行います。
　過去の映像については常時放映中です。
　http://www.town.harima.lg.jp/gikai

※定例会、特別委員会の日程・開会時間は、変更
　になる場合があります。
◆問い合わせ　議会事務局☎０７９－４３５－２３８７（Ｅメール  gikai@town.harima.lg.jp）

【予算特別委員会】
　３月定例会の会期中には、平成25
年度当初予算関連議案を慎重に審議
するため、予算特別委員会を設置
し、これに付託する予定です。

日時　３月13日（水）～15日（金）、
　　　18日（月）、19日（火）、
　　　21日（予備日）
　　　いずれも午前９時30分から
場所　議場（本庁舎３階）

　
人
権
擁
護
委
員
５
人
の
う

ち
、
任
期
満
了
に
伴
う
候
補

者
１
人
の
推
薦
は
、
引
き
続

き
加
田
平
靖
子
氏（
西
野
添
）

を
適
任
と
し
て
答
申
し
ま
し

た
。
任
期
は
３
年
で
す
。

12月定例会

人
権
擁
護
委
員
決
ま
る

　
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
12

月
16
日
執
行
）
の
経
費
１
２

３
８
万
２
千
円
に
係
る
一
般

会
計
補
正
予
算
の
専
決
処
分

を
承
認
し
ま
し
た
。

　
加
古
川
・
加
古
民
主
商
工
会
婦
人
部
か
ら
提
出

さ
れ
た
「
中
小
企
業
の
家
族
従
業
者
の
自
家
労
賃

を
、
必
要
経
費
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
求
め
る
意

見
書
に
関
す
る
請
願
」
は
、
総
務
建
設
常
任
委
員

会
で
審
査
し
、
委
員
会
・
本
会
議
で
も
不
採
択
と

し
ま
し
た
。

　
論
点
は
、
白
色
申
告
者
に
つ
い
て
も
青
色
申
告

者
と
同
じ
よ
う
に
家
族
従
業
者
の
給
料
を
必
要
経

費
に
認
め
る
か
ど
う
か
で
、
委
員
か
ら
は
「
青
色

申
告
を
す
れ
ば
解
決
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の

意
見
が
多
数
を
占
め
ま
し
た
。

　
人
格
や
労
働
を
認
め
な
い
人
権
侵
害
の

法
律
で
あ
る
所
得
税
法
56
条
を
廃
止
し
て

「
働
い
た
分
の
給
料
を
必
要
経
費
と
し
て

認
め
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
に
応
え
、

国
に
意
見
書
を
送
付
す
べ
き
で
す
。

衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
伴
う

一
般
会
計
補
正
予
算

▲「こころふれあう　町民の
　つどい」で、人権作文など
　の表彰の様子

人
事
案
件

専
決
処
分

　
平
成
24
年
９
月
26
日
、
神

戸
地
方
裁
判
所
姫
路
支
部
に

お
い
て
、
播
磨
町
が
損
害
賠

償
金
２
６
２
万
３
６
８
６
円

と
そ
の
金
利
を
支
払
う
判
決

が
下
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
損

害
賠
償
金
と
訴
訟
費
用
を
合

わ
せ
て
３
０
０
万
円
の
補
正

予
算
を
賛
成
多
数
で
可
決
し

ま
し
た
。

　
今
回
の
裁
判
は
先
の
大
阪

高
裁
判
決
を
受
け
、
元
職
員

よ
り
降
格
人
事
異
動
は
違
法

と
し
て
給
与
な
ど
の
減
額
分

５
２
６
万
６
３
０
８
円
の
損

害
賠
償
を
請
求
さ
れ
た
も
の

で
す
。
今
回
の
判
決
で
は
、

こ
の
希
望
降
任
制
度
に
基
づ

く
人
事
異
動
に
つ
い
て
２
階

級
の
降
格
は
違
法
だ
が
１
階

級
の
降
格
は
適
法
の
範
囲
だ

と
し
て
、
損
害
請
求
額
の
う

ち
違
法
な
範
囲
の
損
害
賠
償

金
を
播
磨
町
が
支
払
う
べ
き

と
さ
れ
ま
し
た
。

　
質
　
疑

問
　
裁
判
所
で
違
法
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
慰
謝
料
・
損
害

賠
償
金
の
支
払
い
を
命
じ
ら

れ
た
以
上
、
町
長
に
は
道
義

　
原
告
で
あ
る
元
町
職
員
は
、

北
小
廃
校
後
の
活
用
方
法
な

ど
に
つ
い
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
や
検
討
委
員
会
で
事
務

方
の
最
高
責
任
者
を
務
め
て

い
た
の
で
、
清
水
町
長
の
北

小
廃
校
の
見
直
し
に
つ
い
て

反
対
の
意
見
を
持
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
他
の
グ
ル
ー
プ

へ
の
異
動
を
申
し
出
て
い
ま

し
た
。

　
し
か
し
、
空
席
に
な
る
理

事
へ
の
昇
進
の
内
示
を
受
け

ま
し
た
が
、
自
身
が
理
事
に

昇
格
す
る
こ
と
を
希
望
せ
ず
、

平
成
18
年
７
月
28
日
に
希
望

降
任
制
度
に
よ
る
降
任
希
望

を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ

り
播
磨
町
が
同
年
８
月
１
日

に
２
階
級
降
格
の
人
事
異
動

を
行
い
ま
し
た
。
元
職
員
が

こ
の
人
事
異
動
は
違
法
だ
と
、

処
分
取
り
消
し
請
求
を
公
平

委
員
会
に
訴
え
た
の
が
始
ま

り
で
す
。

　
こ
の
請
求
は
、
公
平
委
員

会
か
ら
神
戸
地
方
裁
判
所
、

大
阪
高
等
裁
判
所
へ
と
進
み
、

そ
の
間
に
元
職
員
が
退
職
し

た
こ
と
か
ら
、
慰
謝
料
５
０

０
万
円
な
ど
の
損
害
賠
償
請

求
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

給
与
な
ど
の
減
額
分

　
　
　
　損
害
賠
償
金
支
払
い
へ

10
月
臨
時
会

請　願
中小業者の家族給料を必要経費に
認めよの請願　不採択
賛成討論

的
な
責
任
が
あ
る
の
で
は
。

答
　
大
阪
高
裁
以
前
の
公
平

委
員
会
な
ど
で
は
、
町
の
主

張
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
間

違
っ
た
こ
と
は
行
っ
て
い
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
　
国
家
賠
償
法
第
１
条
第

２
項
に
基
づ
き
、
清
水
町
長

の
過
失
に
つ
い
て
求
償
権
を

行
使
す
る
考
え
は
。

答
　
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行

う
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
討
　
論

■
賛
成
討
論

◇
違
法
性
を
認
め
る
認
め
な

い
で
は
な
く
、
判
決
に
基
づ

き
支
払
う
べ
き
で
す
。

◇
判
決
が
下
さ
れ
た
も
の
で

支
払
い
を
免
れ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

■
反
対
討
論

◇
町
長
が
裁
判
所
判
決
の
違

法
性
を
認
め
な
け
れ
ば
、
賛

成
で
き
ま
せ
ん
。

◇
国
家
賠
償
法
に
基
づ
き
、

播
磨
町
が
町
長
に
対
し
て
損

害
賠
償
を
請
求
す
べ
き
で
す
。

◇
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に

せ
ず
、
住
民
に
対
す
る
説
明

責
任
も
果
た
し
て
い
ま
せ
ん
。

訴
訟
の
経
緯

　
平
成
22
年
12
月
14
日
に
大

阪
高
裁
で
、
降
格
人
事
に
お

い
て
裁
量
権
の
乱
用
が
あ
り

違
法
で
あ
る
と
し
て
慰
謝
料

１
０
０
万
円
の
支
払
い
を
命

じ
、
給
与
な
ど
の
減
額
分
の

損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
別
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の

判
決
が
下
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、

最
高
裁
へ
の
上
告
が
同
月
21

日
に
議
会
に
提
案
さ
れ
ま
し

た
が
、
上
告
す
る
の
に
十
分

な
根
拠
が
な
い
な
ど
の
理
由

で
否
決
し
、
判
決
が
確
定
し

ま
し
た
。

　
こ
の
判
決
を
受
け
た
今
回

の
裁
判
で
は
、
す
で
に
先
の

大
阪
高
裁
で
違
法
と
の
判
決

が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

元
職
員
と
播
磨
町
の
間
で
和

解
協
議
を
し
、
平
成
24
年
５

月
の
臨
時
会
に
和
解
に
関
す

る
議
案
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

町
長
が
裁
量
権
の
乱
用
が
あ

っ
た
こ
と
を
認
め
ず
、
ま
た

住
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た

さ
な
い
ま
ま
で
の
和
解
は
理

解
で
き
な
い
な
ど
の
理
由
で
、

議
会
は
和
解
案
を
否
決
し
ま

し
た
。
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